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現
委
員
の
佐
藤
端
重
氏
、
吉
村
惣

吉
氏
の
任
期
が
平
成
18
年
３
月
31
日

を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、

後
任
の
委
員
と
し
て
小
向
彰
一
氏
、

福
井
正
美
氏
を
推
薦
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
意
見
を
求
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

本
町
50
号
線
を
認
定
い
た
だ
く
た

め
に
、
提
案
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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平
成
18
年
３
月
１
日
を
も
っ
て

｢

お
い
ら
せ
町｣

を
設
置
す
る
こ
と

に
伴
い
地
方
自
治
法
第
91
条
第
10
項

の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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平
成
18
年
３
月
１
日
を
も
っ
て

｢

お
い
ら
せ
町｣

を
設
置
す
る
こ
と

に
伴
い
、
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条

の
６
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
18
年
２

月
28
日
を
も
っ
て
、
百
石
・
下
田
合

併
協
議
会
を
廃
止
す
る
た
め
に
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
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6
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て

お
い
ら
せ
町
の
新
設
合
併
に
伴
い

事
務
組
合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る

必
要
が
生
じ
た
の
で
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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事
業
団
の
設
置
団
体
で
あ
る
福
地

村
と
名
川
町
及
び
南
部
町
が
平
成
18

年
１
月
１
日
を
も
っ
て
、
南
部
町
を

設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
事
業
団
規

約
の
一
部
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ

た
の
で
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
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平
成
18
年
１
月
１
日
か
ら
、
南
部

町
が
加
入
す
る
こ
と
に
伴
い
、
事
業

団
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
必
要
が

生
じ
た
の
で
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
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平
成
18
年
２
月
28
日
を
も
っ
て
百

石
町
と
下
田
町
が
脱
退
す
る
こ
と
に

伴
い
、
地
方
自
治
法
第
２
９
８
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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百
石
町
と
下
田
町
が
平
成
18
年
３

月
１
日
を
も
っ
て
お
い
ら
せ
町
を
設

置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法

第
２
５
２
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
18
年
２
月
28
日
を
も
っ
て
東
部

上
北
教
育
研
究
協
議
会
を
廃
止
す
る

た
め
に
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
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百
石
町
と
下
田
町
が
平
成
18
年
３

月
１
日
を
も
っ
て
お
い
ら
せ
町
を
設

置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
９
条
の

２
第
１
項
及
び
地
方
自
治
法
第
２
８

６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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定
の
予
算
の
総
額
に
１
億
９
９

６
６
万
７
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
43
億
６
５
３
０
万

円
に
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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+
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r

既
定
の
予
算
の
総
額
に
８
３
７
５

万
４
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
10
億
７
６
１
７
万
７
千

円
に
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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i
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k
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w
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y

z
+
n
o
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q
r

既
定
の
予
算
の
総
額
か
ら
５
５
１

７
万
８
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
７
億
５
６
４
３
万
４

千
円
に
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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n
o
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r

収
益
的
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
、

既
決
の
予
算
の
総
額
に
３
１
３
３
万

９
千
円
を
追
加
し
、
収
入
支
出
の
総

額
を
８
億
５
３
７
５
万
３
千
円
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

資
本
的
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て

は
、
既
決
の
予
算
の
総
額
に
１
６
０

万
円
を
追
加
し
、
支
出
の
総
額
を
１

億
１
５
７
６
万
２
千
円
に
改
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
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+
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既
定
の
予
算
の
総
額
に
２
３
５
万

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
６
億
８
２
２
６
万
２
千
円
に
改

め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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y
z
+
n
o
p
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r

既
定
の
予
算
の
総
額
か
ら
１
１
０

万
７
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
１
３
１
９
万
１
千
円
に

改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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k
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w
x
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+
n
o
p
q
r

既
定
の
予
算
の
総
額
か
ら
１
３
４

万
５
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
８
億
２
０
４
５
万
４
千

円
に
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
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平
成
12
年
４
月
の
地
方
分
権
一
括

法
の
施
行
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
行

政
は

｢

自
己
決
定
、
自
己
責
任
、
住

民
自
治
の
原
則｣

に
基
づ
き
、
自
ら

の
意
思
決
定
に
よ
る
行
政
運
営
を
つ

か
さ
ど
る
こ
と
に
な
り
、
地
方
分
権

型
に
よ
る
行
政
シ
ス
テ
ム
へ
と
大
き

く
転
換
さ
れ
ま
し
た
。

地
方
分
権
型
社
会
の
到
来
に
よ
り
、

各
自
治
体
の
地
域
行
政
経
営
の
力
量

が
大
い
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
成
果
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
各

自
治
体
間
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
、
大

き
な
較
差
が
生
ず
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
地
方
分
権
が
進
む
に
つ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
行
政
改
革
の
項
目
の
中

で
も

｢

生
活
者
の
視
点
に
立
っ
た
行

政
運
営
と
市
民
参
加
の
推
進｣

が
最

重
要
課
題
と
な
っ
て
い
く
も
の
と
認

識
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
地
方
分
権
型
社

会
へ
対
応
し
た
施
策
の
遂
行
に
は
、

人
材
の
育
成
、
つ
ま
り
自
治
体
職
員

の
意
識
改
革
を
も
含
め
た
能
力
開
発

の
推
進
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

地
方
分
権
に
お
い
て
は
、
町
職
員

自
身
も
そ
の
改
革
に
応
じ
て
変
化
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

地
域
に
あ
っ
た
政
策
を
主
体
的
に
担
っ

て
い
く
た
め
に
は
、
自
己
決
定
と
自

己
責
任
の
も
と
、
独
自
の
施
策
目
標

を
立
て
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
政
策
形

成
能
力
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

今
後
、
処
理
す
べ
き
行
政
分
野
も

広
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
事
業
に

お
い
て
は
、
町
の
判
断
と
責
任
に
お

い
て
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。ま

た
、
今
ま
で
の
事
務
執
行
に
加

え
、
困
難
な
事
態
や
ケ
ー
ス
に
直
面

し
て
も
、
主
体
的
に
町
み
ず
か
ら
の

力
で
解
決
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
町
の
課
題
が
山
積
み
し
て

い
る
ほ
ど
、
職
員
の
意
識
改
革
が
強

く
求
め
ら
れ
、
課
題
の
解
決
に
向
け

て
、
職
員
自
ら
も
絶
え
ず
自
己
啓
発

を
行
な
う
努
力
が
必
要
と
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
行
政
と
地
域
住
民
の
役
割

分
担
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
従

来
の
国
と
地
方
の
関
係
が
大
き
く
変

わ
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
独
自
の
政
策

で
町
づ
く
り
を
進
め
る
に
は
、
地
域

住
民
の
協
力
も
ま
た
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

行
政
の
努
力
に
加
え
、
地
域
住
民

と
の
協
働
に
よ
る
、
住
民
参
加
の
ま

ち
づ
く
り
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

行
政
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
地
域

社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
、
生

活
感
覚
を
磨
き
、
生
活
者
の
視
点
に

立
っ
た
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
町
の
行
政
情
報
を
公
開

し
、
開
か
れ
た
透
明
性
の
あ
る
行
政

を
進
め
、
地
域
住
民
が
行
政
に
関
心

を
も
ち
、
参
加
す
る
機
会
を
広
げ
、

地
域
住
民
が
行
政
の
中
で
で
き
る
役

割
を
考
え
て
い
け
る
環
境
の
構
築
が

急
務
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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市
町
村
間
調
整
事
業
の
概
要
で
す

が
、
国
で
定
め
た
水
田
農
業
経
営
確

立
対
策
実
施
要
綱
・
要
領
に
基
づ
い

て
事
業
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
県
か
ら
配
分
さ
れ
た
面
積

を
町
の
農
業
者
に
調
整
配
分
し
、
目

標
を
達
成
す
る
た
め
町
、
農
協
、
出

荷
業
者
等
関
係
機
関
で
協
力
体
制
を

と
り
な
が
ら
、
取
り
組
み
を
し
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
県
内
市
町
村
の
一
部
に

お
い
て
は
、
農
業
者
及
び
関
係
機
関

が
努
力
し
な
が
ら
も
、
県
配
分
目
標

の
面
積
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

市
町
村
も
出
て
参
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
県
農
協
中
央
会
及
び

県
を
通
し
て
調
整
を
し
、
国
か
ら
の

配
分
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
こ
の

事
業
の
目
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
市
町
村
間
調
整
金
に
つ
き
ま

し
て
は
、
こ
の
事
業
を
円
滑
に
推
進

す
る
た
め
に
、
県
農
協
中
央
会
が
推

進
方
策
を
定
め
、
面
積
当
り
の
調
整

単
価
を
決
定
し
、
受
け
手
農
協
が
出

し
手
農
協
に
支
払
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
ご
質
問
の
１
つ
目

｢

調

整
金
の
現
状
、
支
出
手
続
き
、
使
途

及
び
使
途
に
対
す
る
県
等
関
係
機
関

の
指
導｣

で
あ
り
ま
す
が
、
市
町
村

間
調
整
金
は
平
成
８
年
度
か
ら
10
年

度
を
除
き
15
年
度
ま
で
の
７
年
間
で
、

総
額
約
２
４
１
０
万
円
が
入
金
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
使
途
に
つ
き
ま
し
て

は
平
成
10
年
度
に
転
作
指
導
車
を
購

入
、
今
年
度
に
遊
休
農
地
解
消
対
策

事
業
と
し
て
ト
ラ
ク
タ
ー
の
購
入
及

び
各
種
補
助
事
業
等
に
係
る
支
出
金

と
し
て
約
１
６
７
０
万
円
が
支
出
済

と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
残
金
は
約

７
４
０
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
市
町
村
間
調
整
金
の
使
途
に

つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
的
な
補
助
金
・

助
成
金
と
は
違
い
ま
し
て
、
明
確
な

使
途
目
的
が
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
生
産
調
整
事
業
を
推
進
す
る

に
あ
た
り
、
関
係
機
関
及
び
農
業
関

係
団
体
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
百
石

町
地
域
水
田
農
業
推
進
協
議
会
に
お

い
て
、
協
議
を
し
、
決
定
し
て
お
り

ま
す
。

水
田
農
業
推
進
協
議
会
で
検
討
・

決
定
し
た
事
業
内
容
が
生
産
調
整
事

業
と
特
に
か
け
離
れ
て
い
な
い
限
り
、

そ
の
支
出
内
容
に
つ
い
て
は
、
県
等

関
係
機
関
の
指
導
が
無
い
と
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
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昨
今
の
農
業
情
勢
は
非
常
に
厳
し

い
状
況
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
途

の
決
定
方
法
及
び
配
分
等
に
つ
い
て

は
、
町
長
と
し
て
協
議
会
長
の
も
も

い
し
農
業
協
同
組
合
長
に
、
議
員
ご

質
問
の
趣
旨
を
ご
理
解
賜
る
よ
う
お

願
い
を
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
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高
齢
者
円
滑
入
居
費
賃
貸
住
宅
の

登
録
の
権
限
委
譲
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
民
間
賃
貸
住
宅
市
場
に

お
い
て
、
賃
貸
住
宅
の
大
家
が
家
賃

の
不
払
い
、
病
気
、
事
故
に
対
す
る

不
安
感
に
よ
り
、
高
齢
者
の
入
居
を

拒
否
す
る
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ

る
た
め
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
が

図
れ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
高
齢
者
居
住
法
で
は
、

高
齢
者
を
理
由
に
入
居
を
拒
否
す
る

こ
と
の
な
い
賃
貸
住
宅
を
登
録
し
、

ま
た
、
そ
の
情
報
を
提
供
し
、
登
録

を
受
け
た
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、

高
齢
者
居
住
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う

債
務
保
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
17
年
11
月
現
在
、
県
内
で
は

青
森
市
外
４
自
治
体
の
民
間
会
社
５

社
、
14
件
、
２
９
６
戸
の
実
施
例
が

あ
り
ま
す
が
、
当
町
と
致
し
ま
し
て

は
県
か
ら
の
権
限
委
譲
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
状
況
で
は
希
望
し
な
い
方
向

で
考
え
て
お
り
ま
す
。

都
市
計
画
区
域
の
開
発
行
為
許
可

の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
住
民
に
身
近

な
行
政
主
体
で
あ
る
町
が
、
地
域
の

課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
必
要

で
あ
る
と
考
え
、
県
で
は
市
町
村
へ

の
開
発
許
可
制
度
の
事
務
権
限
の
委

譲
を
、
平
成
18
年
度
か
ら
平
成
20
年

度
ま
で
を
目
標
に
、
協
議
の
整
っ
た

市
町
村
か
ら
、
段
階
的
に
事
務
の
権

限
委
譲
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
譲
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、

開
発
行
為
の
許
可
に
対
し
、
県
開
発

審
査
会
の
付
議
が
必
要
な
も
の
以
外

は
、
町
の
許
可
で
で
き
る
た
め
、
基

本
的
に
申
請
者
と
町
と
の
協
議
と
な

る
こ
と
か
ら
、
手
続
き
の
簡
略
化
が

図
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
委
譲
を
受
け
る
た
め
、

現
在
、
県
建
築
住
宅
課
と
条
例
の
素

案
に
つ
い
て
協
議
中
で
あ
り
ま
す
が
、

今
後
県
条
例
の
改
正
を
経
て
、
県
か

ら
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
委
譲
予
定
と
し
て
は
平
成
18
年

度
の
早
い
時
期
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

農
地
法
関
連
事
項
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
県
が
市
町
村
へ
の
権
限
委

譲
の
推
進
に
つ
い
て
、
基
本
方
針
を

示
し
た
事
務
権
限
委
譲
推
進
計
画
に

基
づ
き
、
希
望
す
る
市
町
村
に
対
し
、

権
限
委
譲
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

内
容
と
致
し
ま
し
て
は
、
農
地
等
の

権
利
移
動
に
関
す
る
事
務
、
別
段
面

積
の
決
定
に
関
す
る
事
務
、
農
地
転

用
に
関
す
る
事
務
、
小
作
地
等
の
所

有
制
限
に
関
す
る
事
務
、
農
地
の
賃

貸
借
の
解
約
等
に
関
す
る
事
務
、
草

地
利
用
権
の
設
定
等
に
関
す
る
事
務
、

農
地
法
に
基
づ
く
立
入
り
調
査
等
に

関
す
る
事
務
の
７
項
目
か
ら
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
ら
事
務
の
ど
の
権
限
の

委
譲
を
受
け
る
か
は
、
町
が
選
択
す

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

当
町
の
農
業
委
員
会
に
お
い
て
は
、

総
務
課
と
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策

課
と
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
受
け
た
後
、
下

田
町
農
業
委
員
会
と
協
議
し
た
結
果
、

権
限
委
譲
を
希
望
し
な
い
こ
と
を
県

に
対
し
回
答
致
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
住
民
に
と
っ
て

は
県
の
審
査
期
間
省
略
に
よ
り
、
申

請
か
ら
許
可
ま
で
の
期
間
短
縮
が
図

ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

合
併
後
、
十
分
な
受
入
体
制
を
図
り
、

権
限
委
譲
を
検
討
し
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
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東
公
園
は
藤
ヶ
森･

七
軒
町
地
区

の
児
童
公
園
と
し
て
整
備
し
、
今
日

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
児
童
数
の
減
少

と
遊
び
が
室
内
ゲ
ー
ム
等
近
年
多
様

化
し
、
年
々
公
園
の
利
用
者
が
減
少

し
て
い
る
現
状
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
平
成
17
年
10
月

17
日
午
後
３
時
頃
、
住
民
よ
り
東
児

童
公
園
の
テ
ー
ブ
ル
が
燃
や
さ
れ
て

い
る
と
の
通
報
を
受
け
、
同
日
４
時

10
分
頃
、
現
地
確
認
を
し
、
そ
の
後

19
日
三
沢
警
察
署
に
対
し
被
害
を
届

け
出
、
八
戸
北
消
防
署
に
被
災
の
通

報
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
維
持
管
理
に
留
意
し
な

が
ら
、
い
ち
ょ
う
団
地
解
体
撤
去
後

の
跡
地
利
用
計
画
と
併
せ
、
当
公
園

の
活
用
方
法
に
つ
い
て
、
地
域
住
民

と
共
に
検
討
し
て
参
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
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国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
に
つ
き

ま
し
て
は
、
地
方
税
法
第
７
０
３
条

の
４
で
、
３
つ
の
方
式
の
い
ず
れ
か

を
町
の
条
例
で
定
め
、
課
税
す
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

１
つ
目
は
、
所
得
割
額
と
被
保
険

者
均
等
割
額
の
合
算
額
に
よ
る
２
方

式
と
呼
ば
れ
る
都
市
型
で
あ
り
ま
す
。

２
つ
目
は
、
所
得
割
額
と
被
保
険

者
均
等
割
額
及
び
世
帯
平
等
割
額
の

合
算
額
に
よ
る
３
方
式
と
呼
ば
れ
る

中
小
都
市
型
で
あ
り
ま
す
。

３
つ
目
は
、
所
得
割
額
、
資
産
割

額
、
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯

平
等
割
額
の
合
算
額
に
よ
る
４
方
式

と
呼
ば
れ
る
町
村
型
で
あ
り
ま
す
。

１
つ
目
の
２
方
式
に
つ
い
て
は
、

県
内
で
選
択
し
て
い
る
市
町
村
は
あ

り
ま
せ
ん
。
２
つ
目
の
３
方
式
に
つ

い
て
は
、
県
内
で
は
旧
３
市
と
岩
木

町
が
選
択
し
て
お
り
、
他
の
市
町
村

は
、
す
べ
て
が
３
つ
目
の
４
方
式
を

選
択
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

４
方
式
を
選
択
し
て
い
る
理
由
は
、

３
方
式
に
変
動
の
少
な
い
固
定
資
産

税
を
基
準
と
し
た
資
産
割
を
加
え
る

こ
と
に
よ
り
、
保
険
税
を
安
定
し
て

確
保
で
き
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

仮
に
、
資
産
割
額
の
無
い
３
方
式

を
選
択
し
た
場
合
、
所
得
割
額
は
、

約
２
割
の
増
額
と
な
り
低
所
得
者
及

び
パ
ー
ト
労
働
者
の
税
負
担
が
増
え

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い

国
保
税
の
未
納
者
の
増
及
び
徴
収
率

の
低
下
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
国
保
税
は
徴
収
率
に
よ
り

普
通
調
整
交
付
金
が
減
額
さ
れ
ま
す

の
で
、
各
種
医
療
給
付
費
を
確
保
す

る
た
め
に
は
未
納
者
の
解
消
に
努
め

更
に
税
率
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
都
市
部
に
比

べ
て
中
低
所
得
者
層
の
多
い
町
村
部

で
は
、
４
方
式
に
よ
る
課
税
が
良
い

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

¿
5
À
Á
Â
Ã
�
J
Ä
Å
Æ
"
#
�

$À
Á
Â
Ã
�
J
Ä
Å
Æ
�
�
�
?
5

���������	
�� ― 6―

¿
Ç
£

È
7
É



��������	
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
 
!
�
�

�
�
�
�
"
#
$
�
	


�
�
�
�

�
%
&
'
�
�
�
(

)
*
+
,
-
.

一
般
的
に
道
路
や
公
園
等
の
公
共

施
設
は
、
不
特
定
多
数
の
誰
も
が
利

用
で
き
ま
す
が
、
下
水
道
は
整
備
さ

れ
た
区
域
内
の
住
民
に
利
用
が
限
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
受
益
者
負
担
の
考

え
方
が
制
度
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
下
水
道
を
整
備
す
る
に
は

多
額
の
経
費
を
必
要
と
し
ま
す
が
、

そ
の
建
設
資
金
の
す
べ
て
を
町
税
、

国
庫
補
助
金
、
借
入
金
で
賄
う
と
す

れ
ば
、
便
益
を
受
け
な
い
整
備
区
域

外
の
人
に
も
、
同
じ
負
担
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
不
公
平
が
生

じ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
下
水
道
の
整
備
に
よ

り
土
地
の
資
産
価
値
が
上
が
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
便
益
を

受
け
る
地
域
の
人
に
対
し
、
宅
地
の

面
積
に
負
担
金
を
お
願
い
し
、
下
水

道
建
設
費
の
一
部
負
担
と
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
制
度
は
下
水
道
を
実
施
し
て

い
る
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
で
採
用
さ

れ
て
お
り
、
下
水
道
事
業
の
推
進
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。

当
町
の
受
益
者
負
担
金
制
度
に
つ

き
ま
し
て
は
、
平
成
３
年
度
下
水
道

条
例
・
同
施
行
規
則
及
び
都
市
計
画

下
水
道
受
益
者
負
担
金
に
関
す
る
条

例･

同
施
行
規
則
を
制
定
し
、
各
受

益
地
の
負
担
金
の
額
を
１
平
方
メ
ー

ト
ル
あ
た
り
、
２
３
０
円
を
当
該
土

地
に
乗
じ
た
金
額
と
定
め
、
平
成
４

年
度
よ
り
住
民
の
皆
様
に
ご
負
担
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

宅
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
受
益
者

負
担
金
の
賦
課
対
象
と
な
り
ま
す
が
、

平
成
12
年
度
よ
り
宅
地
内
に
作
付
け

し
た
自
家
消
費
用
の
農
地
に
つ
い
て
、

町
民
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

賦
課
猶
予
の
取
り
扱
い
と
致
し
ま
し

た
。
農
地
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お

り
、
徴
収
猶
予
の
対
象
と
し
て
お
り

ま
す
。
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現
在
、
ご
み
処
理
を
百
石
町
は
八

戸
広
域
、
下
田
町
は
十
和
田
広
域
で

処
理
し
て
お
り
ま
す
。

合
併
後
は
、
当
町
の
五
丁
目
町
内

会
と
下
田
町
の
苗
振
谷
地
町
内
会
の

よ
う
に
、
生
活
区
域
が
同
様
と
な
る

町
内
会
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
町
民
の
共
通
認
識
と
利
便
性
及

び
行
政
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め

は
、
一
つ
の
町
と
し
て
同
一
処
理
が

望
ま
し
い
こ
と
か
ら
、
お
い
ら
せ
町

の
ご
み
処
理
が
可
能
か
ど
う
か
、
八

戸
・
十
和
田
の
両
広
域
に
問
い
合
わ

せ
た
と
こ
ろ
、
八
戸
広
域
は
稼
働
率

が
95
％
を
越
え
て
い
る
た
め
、
処
理

能
力
が
限
界
に
達
し
て
い
る
と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。
十
和
田
広
域
か

ら
は
、
処
理
能
力
に
余
裕
が
あ
る
と

の
回
答
を
い
た
だ
き
、
合
併
協
議
会

で
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
新
町
の
ご

み
処
理
は
十
和
田
広
域
で
処
理
す
る

こ
と
と
決
定
致
し
ま
し
た
。

十
和
田
広
域
へ
の
移
行
に
よ
り
、

ご
み
の
分
別
方
法
が
大
幅
に
変
更
に

な
る
こ
と
か
ら
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を

作
成
し
、
９
月
末
か
ら
10
月
中
旬
に

か
け
、
各
町
内
会
に
お
い
て
説
明
会

を
実
施
、
５
３
０
名
の
町
民
か
ら
出

席
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
10
月
の

広
報
発
行
時
に
、
毎
戸
配
布
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

な
お
、
分
別
収
集
に
よ
る
ご
み
の

減
量
・
資
源
化
は
、
環
境
へ
の
負
荷

の
低
減
に
も
つ
な
が
り
、
全
国
的
に

見
て
も
徹
底
し
た
分
別
収
集
が
推
進

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

当
町
に
お
き
ま
し
て
も
、
町
民
皆

様
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、
こ
う
し

た
資
源
循
環
型
社
会
へ
の
流
れ
に
沿
っ

た
ご
み
処
理
を
行
っ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

今
後
は
、
ご
み
の
適
正
な
分
別
に

つ
い
て
、
更
に
広
報
紙
等
に
よ
る
啓

発
運
動
を
展
開
し
、
町
民
の
皆
様
と

協
働
し
て
、
快
適
で
美
し
い
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
て
参
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

�
�
H
I
J
K
�
L
M
N
7
O
P
Q

�
R
S
�
�
�
�

T
�
�

��U
V
W
&
X
�
T
�
H

I
J
K
�
N
7
Y
Z
E
�
�
[
\
]

^
<
_
`
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
�

i
j
�
�
L
M
N
7
O
P
Q
E
R
S

�
�
(

k
�
P
Q
�
�
l
m
&
X
<
n
o

�
p
q
r
s
t
u
�
v
�

��U
w
W

�
�
x
y
z
{
r
|
�
}
K
~
�
F
(

<
_
�
�
�
�
�
E
�
�
!
�
�
�

�
�
�
�
�
�
Y
Z
E
�
L
�
�


�

�
X
�
�
�
�
(

�
x
y
z
c
�
�
�
U
�
W
�
�

�
L
M
N
7
O
&
�
Z
&
E
C
D
!

�
�
�
�
�
X
�
�
(

k
�
k

&
X
�
�


*

!
�
�

y
z
c
�
�
�
�
�
~
�
�
�
8



�
�
P
Q
�
�
�
�
l
J
K
�
�
�

�
�
�
�

�
 
¡
¢
o
�
£
c
¤



�
�
¥
�
¦
�
�
§
¨
^
�
©
�

�
ª
«
�
¬

®
�
�
k

�
�
�
(

?
¯
�
�
L
M
N
7
O
P
Q
E
R

S
�
�
°
±
^
²
M
�
H
I
J
K
�

C
D
�
�
�
�
�
*
+
�
³
´
E
'

µ
(

)
*
+
,
-
.

２
０
０
３
年
６
月
に
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
各
自
治
体
は

２
０
０
６
年
９
月
１
日
ま
で
に
、
各

施
設
に
関
し
て
直
轄
管
理
か
指
定
管

理
者
制
度
に
移
行
す
る
か
を
決
定
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
施
設
の
管
理
は
、
社
会

福
祉
協
議
会
や
自
治
体
の
出
資
法
人

の
公
共
的
団
体
に
委
任
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
指
定
管
理
者
制
度
に
移
行

し
ま
す
と
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定

さ
れ
る
営
利
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の

民
間
事
業
者
に
指
定
管
理
者
と
し
て

委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
あ
り

ま
す
。

現
在
、
当
町
に
お
き
ま
し
て
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
で
き
る
施
設
は
、

い
き
い
き
館
や
大
山
将
棋
記
念
館
を

始
め
と
し
、
計
11
施
設
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

し
か
し
、
導
入
す
る
施
設
の
費
用

対
効
果
や
経
費
的
分
析
に
よ
る
施
設

選
定
期
間
と
、
導
入
に
あ
た
っ
て
の

条
例
整
備
に
時
間
を
要
す
る
と
想
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
合
併
後
の
お
い

ら
せ
町
に
お
い
て
、
３
月
の
議
会
に

条
例
制
定
議
案
を
上
程
し
、
そ
の
後
、

業
者
選
定
の
募
集
を
行
い
、
６
月
の

議
会
で
業
者
決
定
の
同
意
を
得
た
上

で
の
実
施
予
定
と
な
り
ま
す
。

従
い
ま
し
て
、
導
入
決
定
の
時
期

は
最
終
９
月
１
日
の
決
定
に
な
る
と

想
定
さ
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
事
務
的
手
続
き
を

考
え
、
現
在
は
、
下
田
町
と
協
議
を

致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
公
共

施
設
の
管
理
業
務
が
民
間
に
開
放
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
活
用
し
、
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
向

上
と
経
費
縮
減
を
図
る
指
定
管
理
者

制
度
の
導
入
を
進
め
る
た
め
、
お
い

ら
せ
町
の
最
重
要
課
題
と
し
て
お
り

ま
す
。
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現
在
の
テ
レ
ビ
共
同
受
信
施
設
の

改
修
と
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
向
け
て
の

施
設
整
備
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現

在
、
当
町
で
は
共
同
受
信
施
設
を
設

置
し
て
、
各
家
庭
で
視
聴
で
き
る
よ

う
に
平
成
13
年
度
か
ら
テ
レ
ビ
共
同

受
信
施
設
の
更
新
を
行
っ
て
お
り
、

平
成
18
年
度
、
洋
光
台
・
松
原
・
向

平
地
区
の
更
新
を
も
っ
て
終
了
と
な

り
ま
す
。

こ
の
更
新
は
、
既
存
施
設
の
機
器
・

ケ
ー
ブ
ル
の
老
朽
化
に
対
応
し
た
も

の
で
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
受
信
に
向
け

た
改
修
と
は
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

現
在
の
テ
レ
ビ
共
同
受
信
施
設
設

置
家
庭
で
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
視
聴
す

る
た
め
に
は
、
各
家
庭
で
デ
ジ
タ
ル

放
送
対
応
の
テ
レ
ビ
も
し
く
は
専
用

チ
ュ
ー
ナ
ー
、
そ
し
て
ア
ン
テ
ナ
の

設
置
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

地
上
波
デ
ジ
タ
ル
放
送
化
に
向
け

た
施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
15

年
12
月
に
、
同
じ
く
共
同
受
信
施
設

を
設
置
し
て
い
る
六
ヶ
所
村
、
旧
東

北
町
、
旧
上
北
町
、
百
石
町
の
４
町

村
で
仙
台
防
衛
施
設
局
及
び
防
衛
施

設
庁
に
施
設
整
備
の
補
助
要
望
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

そ
の
後
も
、
た
び
た
び
働
き
か
け

を
し
て
お
り
ま
す
が
、
施
設
庁
か
ら

は
、
地
上
波
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
障
害

が
起
き
た
場
合
、
補
助
対
象
と
な
る

可
能
性
が
高
い
と
の
見
通
し
で
あ
り

ま
し
た
。

当
町
を
含
め
た
県
南
地
域
は
、
平

成
18
年
10
月
１
日
の
地
上
波
デ
ジ
タ

ル
本
放
送
の
開
始
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
関
係
町
村
と
連
携
し
調

査
を
行
い
、
障
害
の
発
生
を
確
認
し
、

補
助
申
請
に
向
け
、
平
成
23
年
７
月

24
日
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
ま
で
に

目
途
を
つ
け
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
。
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制
度
改
正
の
柱
の
一
つ
で
あ
り
ま

す

｢

介
護
予
防
重
視
型
シ
ス
テ
ム
へ

の
転
換｣

は
、
介
護
予
防
の
視
点
か

ら
、
高
齢
者
の
心
身
機
能
、
活
動
、

参
加
と
い
っ
た
生
活
機
能
の
低
下
を

予
定
し
て
、
要
介
護
状
態
に
陥
ら
な

い
、
あ
る
い
は
状
態
が
悪
化
し
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り

ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
予
想
外
に

伸
び
る
要
介
護
認
定
者
の
増
加
に
よ

る
給
付
の
増
大
を
抑
制
す
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

当
町
で
も
、
第
２
期
介
護
保
険
事

業
計
画
ス
タ
ー
ト
時
の
平
成
15
年
度

か
ら
現
在
の
17
年
度
ま
で
の
３
カ
年

で
、
認
定
者
数
は
約
４
０
０
人
と
ほ

ぼ
横
ば
い
で
推
移
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
認
定
者
の
介
護
度
重
度
化

に
伴
い
、
給
付
費
は
、
年
額
約
６
億

７
千
万
円
か
ら
７
億
６
千
万
円
と
約

９
千
万
円
増
加
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に

｢

介
護
の
社
会
化｣

が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本
理

念
と
し
て
高
齢
者
の
自
立
支
援
、
給

付
費
の
抑
制
に
力
点
を
置
い
た

｢

総

合
的
な
介
護
シ
ス
テ
ム｣

の
確
立
の

た
め
、
介
護
と
予
防
、
保
健
と
医
療

機
関
が
一
体
と
な
っ
た

｢

予
防
重
視

型
シ
ス
テ
ム｣

へ
の
転
換
を
図
っ
て

参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
合
併
後
に
地

域
に
お
け
る
総
合
相
談
・
支
援
、
介

護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
包
括
的
・

継
続
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
う
中
核

機
関
と
し
て
、
こ
れ
ら
が
機
能
す
る

｢

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー｣

を
創

設
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
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都
市
計
画
街
路
、
木
内
々
川
口
線

は
、
平
成
８
年
度
よ
り
事
業
を
着
手

し
、
街
路
部
の
延
長
８
６
０
メ
ー
ト

ル
に
つ
い
て
は
、
平
成
16
年
度
全
線

車
道
部
の
工
事
が
完
成
致
し
ま
し
た

が
、
一
部
歩
道
部
が
土
地
未
買
収
の

状
況
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
同
街
路
線
と
連
結
す
る
県

道
百
石
下
田
線
は
、
平
成
10
年
度
事

業
着
手
し
、
街
路
と
同
年
完
成
の
予

定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
地
権
者
１
名

と
の
用
地
買
収
及
び
家
屋
移
転
補
償

交
渉
が
難
航
し
て
い
る
状
況
に
あ
り

ま
す
。

今
年
度
も
５
月
よ
り
、
十
和
田
県

土
整
備
事
務
所
用
地
担
当
者
と
共
に
、

再
三
再
四
、
地
権
者
と
の
交
渉
を
し

て
お
り
ま
す
が
、
地
権
者
が
交
渉
に

応
じ
な
い
た
め
、
解
決
の
糸
口
も
つ

か
め
な
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
継
続
し
て
地
権
者
と
の
交

渉
を
県
の
担
当
者
と
協
力
し
、
用
地

交
渉
に
努
め
て
参
い
る
所
存
で
あ
り

ま
す
。
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第
５
０
０
回
定
例
会
の
一
般
質
問

に
あ
り
ま
し
た
、
町
長
の
政
治
姿
勢

と
町
長
３
期
の
総
括
で
述
べ
ま
し
た

よ
う
に
、
平
成
８
年
２
月
の
就
任
当

初
か
ら
内
外
の
諸
情
勢
や
環
境
は
大

き
く
変
貌
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
閉

塞
感
に
陥
っ
た
経
済
に
回
復
の
兆
し

が
見
え
な
い
状
況
の
中
、
国
、
地
方

の
財
政
の
危
機
的
状
況
が
表
面
化
し

た
10
年
間
を
、
町
民
の
付
託
に
応
え

る
た
め
、
公
平
、
公
正
を
旨
と
し
、

安
全
で
安
心
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
、
誠
心
誠
意
、
全
力
を
傾

注
し
て
参
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

と
り
わ
け
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
後
の

税
収
の
落
ち
込
み
や
平
成
12
年
を
ピ
ー

ク
に
年
々
減
り
続
け
る
交
付
税
は
、

当
町
の
財
政
運
営
に
と
り
ま
し
て
、

大
き
な
打
撃
を
与
え
る
も
の
と
な
り

ま
し
た
。

し
か
し
、
新
行
革
大
綱
に
基
づ
い

た
経
費
の
節
減
と
事
務
事
業
の
見
直

し
を
行
い
、
最
小
で
最
大
の
効
果
が

得
ら
れ
る
よ
う
創
意
工
夫
し
た
行
財

政
運
営
を
進
め
る
べ
く
、
改
革
に
積

極
的
に
取
り
組
み
、
健
全
な
行
財
政

の
下
、
第
４
次
百
石
町
総
合
計
画
に

組
み
込
ん
だ
事
業
の
見
直
し
を
図
り

な
が
ら
、
そ
の
推
進
に
務
め
て
参
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

議
員
か
ら
評
価
を
受
け
ま
し
た
未

来
的
投
資
事
業
に
つ
き
ま
し
て
、
第

４
次
百
石
町
総
合
計
画
に
あ
り
ま
す

５
つ
の
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
振
り

返
っ
て
み
ま
す
と
、

１
つ
目
に
、
21
世
紀
に
向
け
て
の

ま
ち
基
盤
整
備
と
環
境
づ
く
り
の
た

め
、
街
路
３
３
９
号
木
内
々
・
川
口

線
及
び
県
道
百
石
下
田
線
の
着
工
。

毎
戸
に
防
災
無
線
放
送
施
設
個
別
受

信
機
を
設
置
し
、
確
実
で
い
ち
早
い

行
政
情
報
の
提
供
。
テ
レ
ビ
共
同
受

信
施
設
の
更
新
。

２
つ
目
に
、
暮
ら
し
と
ま
ち
を
豊

か
に
す
る
地
域
産
業
の
振
興
の
た
め
、

本
町
地
区
の
商
業
灯
の
整
備
実
施
や

永
年
の
念
願
で
あ
り
ま
し
た
百
石
漁

港
の
着
工
。

３
つ
目
に
、
暮
ら
し
の
活
力
を
育

む
生
活
の
充
実
と
社
会
開
発
た
め
に
、

生
活
関
連
道
路
や
下
水
道
、
公
園
の

基
盤
整
備
を
始
め
、
県
内
一
の
福
祉

の
ま
ち
を
目
指
し
た
医
療
、
保
健
、

福
祉
の
充
実
の
た
め
、
病
院
、
い
き

い
き
館
と
の
連
携
を
図
る
べ
く
、
福

祉
プ
ラ
ザ
の
び
の
び
館
の
建
設
。

４
つ
目
に
、
21
世
紀
を
託
す
人
づ

く
り
と
実
践
の
た
め
に
、
学
校
教
育

用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
の
整
備
と
体
育
館
及
び
グ
ラ

ン
ド
の
改
修
。

５
つ
目
に
、
生
活
と
ま
ち
を
う
る

お
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
と
交
流
の

推
進
の
た
め
に
、
避
難
施
設
を
兼
ね

た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
拠
点

施
設
で
あ
り
ま
す
明
神
下
、
川
口
、

堀
切
川
、
向
平
、
深
沢
、
一
川
目
の

各
町
内
の
集
会
施
設
を
改
築
。
併
せ

て
、
本
町
地
区
に
お
い
て
は
中
央
公

民
館
の
改
築
。
等
々
を
実
施
し
て
参

り
ま
し
た
。
い
づ
れ
も
、
そ
の
当
時

の
必
要
不
可
欠
で
町
民
ニ
ー
ズ
に
即

し
た
将
来
へ
の
投
資
で
あ
っ
た
と
認

識
し
て
お
り
ま
す
。

国
が
進
め
た
三
位
一
体
の
改
革
の

中
で
、
地
方
分
権
が
進
み
、
地
方
の

自
立
と
そ
の
運
営
に
、
自
治
体
間
の

格
差
が
ま
す
ま
す
広
が
る
と
き
、
私

は
百
石
町
地
域
の
生
き
残
り
を
掛
け
、

下
田
町
と
の
合
併
に
道
を
選
び
ま
し

た
。私

は
、
合
併
を
目
前
に
し
た
今
、

10
年
間
の
行
財
政
運
営
を
思
う
と
き
、

議
員
各
位
を
始
め
、
職
員
は
も
と
よ

り
町
民
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、
暮

し
た
く
な
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し

た
行
政
運
営
。
そ
の
裏
付
け
と
す
る

健
全
な
財
政
運
営
に
務
め
て
来
た
と

自
己
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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新
町
建
設
計
画
は
、
２
町
の
合
併

に
よ
る
、
お
い
ら
せ
町
建
設
を
総
合

的
・
効
率
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
新
町
の
一
体
性
の
速
や
か
な

醸
成
お
よ
び
住
民
福
祉
の
向
上
な
ど

を
図
り
、
新
町
の
均
衡
あ
る
発
展
に

資
す
る
も
の
と
し
て
策
定
さ
れ
、
今

年
３
月
、
第
14
回
百
石
・
下
田
合
併

協
議
会
に
お
い
て
、
最
終
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

本
計
画
は
、
新
町
建
設
の
最
上
位

計
画
で
あ
り
、
新
町
に
お
け
る
優
先

施
策
と
し
て
遵
守
し
、
速
や
か
に
事

業
展
開
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

ご
質
問
要
旨
に
あ
る

｢

ま
ち
づ
く

り
に
は
、
２
つ
の
町
に
そ
れ
ぞ
れ
の

強
い
個
性
を
も
た
せ
、
機
能
分
担
が

必
要｣

と
の
ご
意
見
で
す
が
、
私
も

ま
た
意
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
す
。

当
町
と
下
田
町
の
２
町
は
、
産
業

面
に
お
い
て
農
業
を
基
幹
産
業
と
し

な
が
ら
も
、
当
町
は
工
業
・
水
産
業
、

下
田
町
は
商
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
を
お
互
い
に
補

完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
産
業
振
興
が
図
ら
れ
る
も
の

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
両
地
域
は
地
形
的
に
障

害
の
な
い
、
利
用
価
値
の
高
い
平
坦

な
地
域
で
あ
り
、
効
率
的
な
財
政
投

資
が
可
能
な
行
政
面
積
、
そ
し
て
高

速
交
通
体
系
の
利
便
性
な
ど
、
新
た

な
町
づ
く
り
を
容
易
に
す
る
潜
在
的

要
因
を
大
い
に
秘
め
て
お
り
、
こ
れ

ら
要
因
を
総
合
的
に
体
系
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
子
々
孫
々
ま
で

｢

合
併

し
て
よ
か
っ
た｣

と
言
え
る
、
お
い

ら
せ
町
の
ま
ち
づ
く
り
が
実
現
で
き

る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

先
の
第
５
０
０
回
定
例
会
の
場
を

お
借
り
し
て
、
新
町
、
お
い
ら
せ
町

の
町
長
選
に
出
馬
す
る
考
え
を
明
ら

か
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

平
成
８
年
２
月
２
日
、
町
長
と
し

て
就
任
し
て
以
来
、
議
員
各
位
の
ご

協
力
と
ご
理
解
を
賜
り
、
公
約
を
達

成
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
低
迷
す
る

産
業
の
振
興
、
土
地
利
用
計
画
の
抜

本
的
見
直
し
等
々
、
い
ず
れ
も
道
半

ば
で
あ
り
ま
す
。
町
長
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
培
っ
て
き
た
経
験
を
生
か
し
、

新
町
の
発
展
を
確
信
し
、
舵
取
り
役

に
挑
戦
す
べ
く
、
決
意
を
新
た
に
し

て
お
り
ま
す
。

今
年
の
正
月
に
発
行
し
ま
し
た
、

私
の
後
援
会
会
報

｢

銀
杏｣

で
詠
ん

だ
句
が
あ
り
ま
す
。

『

お
い
ら
せ
の

夢
を
背
負
っ
て陽

が
昇
る』

私
は
、
お
い
ら
せ
町
の
夢
を
創
造

し
、
お
い
ら
せ
町
の
夢
を
背
負
い
育

み
、
お
い
ら
せ
町
の
大
き
な
夢
の
実

現
を
め
ざ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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当
町
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
国

勢
調
査
年
を
中
心
と
し
て
前
後
２
年

ず
つ
を
加
え
た
５
年
間
で
集
計
さ
れ
、

発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

最
近
の
資
料
に
よ
り
ま
す
と
、
平

成
10
年
か
ら
14
年
の
平
均
は
１･

58

と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
人
口
を
維

持
す
る
の
に
必
要
な
２･

08
の
水
準

に
満
た
な
い
現
状
で
あ
り
ま
す
。

当
町
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
全

国
の
１･

36
や
青
森
県
の
１･

48
、
ま

た
、
八
戸
保
健
所
管
内
の
１･

55
に

���������	
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比
べ
、
若
干
上
回
る
も
の
の
、
少
子

化
の
傾
向
は
確
実
に
進
ん
で
お
り
ま

す
。
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こ
れ
ま
で
に
も
、
少
子
化
に
対
す

る
私
の
考
え
方
を
述
べ
て
参
り
ま
し

た
が
、
少
子
化
の
進
行
は
、
産
業
・

経
済
・
社
会
生
活
等
、
町
の
み
な
ら

ず
国
の
将
来
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
か
ら
、
何
と
し
て
も
歯
止
め

を
か
け
る
対
策
が
重
要
課
題
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

全
国
的
な
少
子
高
齢
化
の
要
因
と

し
て
は
、
結
婚
に
対
す
る
考
え
方
の

変
化
や
子
育
て
を
す
る
親
を
取
り
巻

く
環
境
の
変
化
、
女
性
の
高
学
歴
化

と
社
会
進
出
、
育
児
・
教
育
費
の
負

担
に
よ
る
経
済
的
事
情
等
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
町
民
誰
も
が
安
定
し
た
生

活
基
盤
を
築
き
、
結
婚
し
、
結
婚
後

も
夫
婦
が
安
心
し
て
子
育
て
で
き
る

社
会
環
境
や
職
場
環
境
を
、
社
会
全

体
で
整
え
て
行
く
こ
と
が
大
事
で
あ

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
少
子
化
は
女
性
だ
け
の
問

題
で
は
な
く
、
男
性
の
理
解
と
協
力

が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、男
性
の
意
識

の
改
革
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

今
後
は
さ
ら
に
、
国
や
県
と
一
体

と
な
っ
て
、
子
育
て
支
援
事
業
を
進

め
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
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農
水
省
は
、
農
業
の
持
続
的
発
展

と
多
面
的
機
能
の
健
全
な
発
揮
を
図

る
た
め
に
は
、
効
率
的
・
安
定
的
な

農
業
構
造
の
確
立
と
併
せ
て
、
基
盤

と
な
る
農
地
・
水
・
環
境
の
保
全
と

質
的
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
農
業

が
本
来
有
す
る
自
然
循
環
機
能
を
維

持
・
増
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
、
資
源
保
全
施
策
の
導
入
を

平
成
19
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ
と
を

決
定
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
資
源
保
全
施
策
の
制
度
の

内
容
で
あ
り
ま
す
が
、
社
会
共
通
資

本
で
あ
る
、
農
地
・
農
業
用
水
等
の

資
源
は
、
農
村
地
域
に
お
け
る
過
疎

化
・
高
齢
化
・
混
住
化
等
の
進
行
に

伴
う
集
落
機
能
の
低
下
に
よ
り
、
そ

の
適
切
な
保
全
・
管
理
が
困
難
な
状

況
と
な
っ
て
来
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た

め
、
こ
の
施
策
で
は
、
地
域
の
農
業

者
だ
け
で
な
く
、
地
域
住
民
や
都
市

住
民
も
含
め
た
多
様
な
主
体
の
参
画

を
得
て
、
こ
れ
ら
の
資
源
の
適
切
な

保
全
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
農
村

環
境
の
保
全
等
に
も
役
立
つ
地
域
共

同
の
効
果
の
高
い
取
り
組
み
を
一
体

的
か
つ
総
合
的
に
支
援
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。

県
内
で
は
、
18
地
区
を
モ
デ
ル
地

区
に
選
定
し
て
お
り
、
当
町
の
一
川

目
地
区
約
62
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
モ
デ
ル

地
区
に
上
が
っ
て
お
り
、
事
業
費
は

約
２
７
０
万
円
で
、
町
負
担
は
事
業

費
の
４
分
の
１
に
当
た
る
約
68
万
円

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

事
業
内
容
と
致
し
ま
し
て
は
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
た
多
様
な
主
体
が

参
画
す
る
活
動
組
織
づ
く
り
と
、
活

動
指
針
に
照
ら
し
た
活
動
計
画
づ
く

り
を
進
め
、
効
果
の
高
い
取
り
組
み

の
実
践
に
対
す
る
支
援
を
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
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代表取締役 伊 藤 英 二
� �� !"#$%&'()*+,-.��. /012.�3	456�535�7
8 9 :�;<=>)=?()@ABC-DE /012.�3	456�5�-�7�FGHIJ89:

11月16～18日 町村長国内政務調査研修 長崎県
21日 三沢・百石海岸整備促進期成同盟会 三沢市
22日 町議会第501回臨時会 役 場
22日 二町議会議員合同説明会 中央公民館
24日 青森県自治会館管理組合議会定例会 青森市
24日 青森県国民健康保険団体連合会監事会 青森市
24日 青森県町村会負担金等委員会 青森市
25日 八戸圏域水道企業団構成市町村長会議 八戸市
25日 全国将棋まつり実行委員会中間報告会 みなくる館
27日 第５回百石町イメージソング全国大会 みなくる館
28日 八戸地域広域市町村圏事務組合市町村会議 八戸市
28日 八戸圏域水道企業団構成市町村会議 八戸市
30日 大型クラゲ被害対策に係る要望書提出 青森市

12月２～６日 町議会第502回定例会 役 場
８日 合併協議会首長会議 役 場
９日 町政懇談会 中央公民館
11日 歌と踊りの祭典 みなくる館
12日 百石元気井戸端会議・百石女性井戸端会議 中央公民館
15日 百石町・下田町社会福祉協議会契約調印式 下田町

(町内に存する各種団体等の総会出席は掲載を割愛しております)
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お
い
ら
せ
町｣

の
印
鑑
登
録
証

に
交
換
す
る
と
き
は

・
平
成
18
年
３
月
１
日
か
ら
、
お
い

ら
せ
町
印
鑑
登
録
証
へ
の
交
換
を
は

じ
め
ま
す
。

・
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
は
旧
町

の
印
鑑
登
録
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
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�
	



平
成
18
年
３
月
１
日
〜

平
成
19
年
３
月
31
日

午
前
８
時
15
分
〜
午
後
５
時

(
)

土
日
、
祝
日
は
不
可

�
�


印
鑑
を
登
録
し
て
い
る
本
人

(

代
理

人
可)

�
�
�
�

・
お
い
ら
せ
町
役
場
本
庁
舎

町
民

課

(

現
下
田
町
町
民
課)

・
お
い
ら
せ
町
役
場
分
庁
舎

総
合

調
整
課

(

現
百
石
町
町
民
課)

�
�
�

・
本
人
の
旧
町
で
の
印
鑑
登
録
証

・
本
人
の
登
録
印
鑑

・
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合
は
代

理
人
の
認
印

※
旧
登
録
証
、
旧
登
録
印
の
全
て
が

そ
ろ
わ
な
い
場
合
は
再
登
録
と
な
り
、

手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

�
�無

料
※
平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
は
新
規

登
録
と
な
り
、
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。

※
交
換
を
し
た
旧
町
印
鑑
登
録
証
は

窓
口
で
回
収
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
 
!
�

���
"
�
�
�

産
業
廃
棄
物
税
は
、
産
業
廃
棄
物

の
発
生
の
抑
制
及
び
そ
の
減
量
化
、

再
生
利
用
そ
の
他
適
正
処
理
の
促
進

に
関
す
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充

て
る
た
め
、
最
終
処
分
場
へ
の
産
業

廃
棄
物
の
搬
入
に
対
し
、
最
終
処
分

業
者
へ
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処

分
を
委
託
し
た
者
及
び
自
ら
そ
の
産

業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
を
行
う
者
に

課
税
し
ま
す
。

�
�
#
$

最
終
処
分
場
へ
の
産
業
廃
棄
物
の

搬
入

%
&
'
(

)
*
+
,
-
.
/
0
1
'
2
3

最
終
処
分
の
委
託
者

(

排
出
事
業

者
又
は
中
間
処
理
業
者)

4
5
6
*
+
,
-
.
7
8
2
3

最
終
処
分
を
行
う
者

%
&
'
9

産
業
廃
棄
物
の
重
量
１
ト
ン
に
つ

き
１
０
０
０
円

:
;
<
%
�

)
*
+
,
-
.
/
0
1
'
2
3

最
終
処
分
業
者
が
特
別
徴
収
義
務

者
と
な
り
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処

分
の
委
託
を
し
た
者
か
ら
産
業
廃
棄

物
税
を
受
取
り
、
毎
月
１
ヶ
月
分
を

取
り
ま
と
め
て
、
翌
月
末
日
ま
で
に
、

県
税
事
務
所
に
申
告
納
入
し
ま
す
。

4
5
6
*
+
,
-
.
7
8
2
3

自
ら
設
置
す
る
最
終
処
分
場
で
産

業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
を
す
る
事
業

者
が
、
毎
月
の
産
業
廃
棄
物
の
最
終

処
分
場
へ
の
搬
入
量
を
取
り
ま
と
め
、

そ
の
搬
入
量
に
応
じ
た
税
額
を
計
算

し
、
翌
月
末
日
ま
で
に
、
県
税
事
務

所
に
申
告
納
付
し
ま
す
。

=
>
?
@
�

�
���

 
�
A
�

悪
質
な
不
法
投
棄
が
増
加
し
て
い

ま
す
。
町
で
は
、
エ
ア
コ
ン
・
テ
レ

ビ
・
冷
蔵
庫

(

冷
凍
庫)

・
洗
濯
機

の
家
電
４
製
品
は
収
集
を
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
他
に
パ
ソ
コ
ン
類
や

ペ
ン
キ
の
缶
・
バ
ッ
テ
リ
ー
・
タ
イ

ヤ
・
廃
油
・
農
薬
・
劇
薬
・
農
機
具

等
の
処
理
困
難
物
に
つ
い
て
も
収
集

し
ま
せ
ん
の
で
、
収
集
場
所
や
防
風

林
等
に
投
棄
す
る
こ
と
は
絶
対
に
や

め
て
く
だ
さ
い
。

本
来
の
収
集
曜
日
で
な
い
日
に
ご

み
を
搬
出
す
る
こ
と
は
ル
ー
ル
違
反

で
す
。
き
ち
ん
と
分
別
し
て
出
さ
れ

て
い
て
も
、
収
集
場
所
に
ご
み
が
残

さ
れ
、
さ
ら
に
ご
み
が
増
え
て
い
く

状
況
を
つ
く
り
だ
し
て
い
ま
す
。

町
の
美
観
を
保
つ
た
め
に
も
町
民

皆
様
の
気
遣
い
が
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
収
集
場
所
は
、
収
集
し
や
す

い
よ
う
一
時
的
に
置
い
て
お
く
場
所

で
す
。
分
別
排
出
、
収
集
曜
日
・
時

間
の
厳
守
に
ご
協
力
下
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

�
B
�
C
D
E
F

事
業
活
動
を
行
っ
て
排
出
さ
れ
た

ご
み
に
つ
い
て
、
町
で
は
収
集
し
ま

せ
ん
。
収
集
場
所
に
出
し
た
り
清
掃

工
場
に
運
ん
だ
り
せ
ず
に
、
許
可
業

者
へ
依
頼
し
て
処
分
し
て
下
さ
い
。

蛍
光
管
・
空
缶
・
段
ボ
ー
ル
・
木
材

等
顧
客
か
ら
回
収
さ
れ
た
物
に
つ
い

て
も
事
業
系
ご
み
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

���������	
�� ― 12 ―

�
�
�
�
�
�
�

�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
 
�
�

!
"


#
$
�
�

�
�
�
�

������������

���������������

� � ����������	���

����	��������

�  ! ����� !"#$%���

����	��%�"""�

� &'(�����)'*�#$�����

����	�"������

� +,���+,�-./"#$����

����0��"�0���

� + , ��-�123./�	��

����0����""��

� 45���45��6��71�����

����0��������

����

����	
�

����



����������������

��������� ��!�"#

$�%&�'(�)*+

��,-./01/234�

���
�����	
��

5267 8 9
:;< =9>

������	
��������������

����
���� � � � �

��������� !"#$�%&�'()*

+, -./01231034-



������������������������������������������������������ ����������

�
�
�
�
�

�
���

�
�
	
�

移
動
採
血
車
に
よ
る
愛
の
献
血
を

行
な
い
ま
す
。
冬
場
は
献
血
者
が
減

少
し
、
輸
血
用
の
血
液
が
大
変
不
足

す
る
時
期
で
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。



�

１
月
24
日

(

火)

午
前
10
時
か
ら
12
時
、

午
後
１
時
か
ら
４
時



�


百
石
町
役
場
前

�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平
成
17
年
12
月
か
ら
産
業
別
最
低

賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�

／
時
間
額
７
２
６
円

�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
�
�
�

�
�
�
$
%
&
�
'
(
)
*
+
,
�

／
時
間
額
６
６
９
円

-
.
/
&
0
1
�

／
時
間
額
６
６
４
円

2
3
4
0
1
�

／
時
間
額
７
０
３
円

右
記
以
外
の
産
業
は
最
低
賃
金
時

間
額
６
０
８
円
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

�
�
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

��
�
�
@
�

���
A
�
�
@

Ｃ
Ａ
Ｄ
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

図
面
を
描
く
た
め
の
ソ
フ
ト
で
す
。

本
講
習
は
Ｃ
Ａ
Ｄ
ソ
フ
ト
の
初
歩
的

な
操
作
に
つ
い
て
講
義
を
行
い
ま
す

の
で
、
初
め
て
の
方
も
、
今
ま
で
興

味
が
あ
っ
て
も
手
が
出
な
か
っ
た
方

も
、
こ
の
機
会
に
受
講
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？



�

１
月
25
日

(

水)

〜

２
月
13
日(
月)

迄
の
月
・

水
・
金

(
９
日
間)

午
後

６
時
〜
９
時



�


県
立
八
戸
工
科
学
院
三
沢

校三
沢
市
千
代
田
町
４
丁
目

１
４
０
番
地
３
６
９

B
C
D

在
職
者
で
Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ

ｓ
の
基
本
的
な
操
作
が
で

き
る
人

E
F
G
H

15
名

(

定
員
に
な
り
次
第
締
切
り)

I
J

Ｃ
Ａ
Ｄ
ソ
フ
ト

(

Ｊ
Ｗ－

Ｃ
Ａ
Ｄ)

操
作
の
初
歩

K
L
M

無
料

N
O
P
Q

１
月
23
日

(

月)

※
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
問
合
せ
は
青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
三
沢
校

(

最
上)

ま
で

���������	
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�
�国
民
年
金
、
厚
生
年
金
及
び
共
済

組
合
な
ど
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
ま

た
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

は
、
所
得
税
法
で
は
雑
所
得
と
さ
れ

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
国
民
年
金
、
厚
生
年
金

に
か
か
る
源
泉
徴
収
票
は
１
月
末
頃

ま
で
に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
。
複
数
の
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
や
年
金
以
外
に
も
所
得
の
あ

る
方
は
確
定
申
告
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
に
も
医
療
費
等
の
控
除
を

受
け
る
方
は
こ
の
源
泉
徴
収
票
を
税

務
署
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
な
か
っ

た
り
紛
失
し
た
場
合
に
は
八
戸
社
会

保
険
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
な

ど
は
非
課
税
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で

こ
れ
ら
の
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
に
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。


�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

は
65
歳
で
す
が
、
60
歳
か
ら
65
歳
未

満
の
希
望
す
る
時
か
ら
で
も
繰
り
上

げ
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
繰
り
上
げ
支
給
だ
と
、

65
歳
に
な
っ
て
も
年
金
額
は
元
に
戻

ら
ず
生
涯
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
繰
り
上

げ
支
給
を
受
け
始
め
て
か
ら
は
、
65

歳
前
に
特
別
に
支
給
さ
れ
る
老
齢
厚

生
年
金
が
支
給
停
止
さ
れ
た
り
、
病

気
や
ケ
ガ
で
障
害
者
に
な
っ
た
と
き

の
障
害
基
礎
年
金
・
万
が
一
に
夫
が

亡
く
な
っ
た
時
の
寡
婦
年
金
が
受
け

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま

す
。一

度
繰
り
上
げ
請
求
を
し
て
し
ま

う
と
そ
の
後
は
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
以
上
の
こ

と
を
踏
ま
え
、
繰
り
上
げ
請
求
を
す

る
か
ど
う
か
は
慎
重
に
お
考
え
に
な
っ

て
く
だ
さ
い
。

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
請
求

に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
八
戸
社
会
保

険
事
務
所

(

�
43
・
７
３
７
０)

ま

た
は
町
民
課
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

R
S
�

�
��TU

�
�
�
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住
民
税

(

町
・
県
民
税)

の
所
得

申
告
を
右
の
日
程
表
に
よ
り
行
い
ま

す
。こ

の
申
告
は
、
平
成
18
年
度
分
の

町
県
民
税
の
課
税
資
料
と
な
る
も
の

で
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
や
保
育

料
の
算
定
、
非
課
税
判
定
等
、
諸
証

明
の
資
料
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
次

の
こ
と
に
留
意
し
て
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
、
百
石

町
に
住
所
を
有
す
る
方
は
、
次
の
記

載
に
あ
る

｢

申
告
が
不
要
な
方｣

を

除
い
て
、
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

(

平
成
17
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た

方
は
、
電
話
で
も
結
構
で
す
か
ら
、

所
得
の
な
い
旨
を
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。)

�
�
�
�
	
�
�
�

①
税
務
署
に
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
方

②
給
与
所
得
の
み
で
、
給
与
支
払
報

告
書
が
役
場
に
提
出
さ
れ
年
末
調

整
を
受
け
た
方

�
�
�


�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

①
年
末
調
整
を
受
け
た
給
与
所
得
者

で
、
医
療
費
控
除
や
住
宅
借
入
金

控
除
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

②
年
の
途
中
で
退
職
し
、
そ
の
後
再

就
職
を
し
な
か
っ
た
方
で
、
年
末

調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方

③
予
定
納
税
を
し
た
事
業
所
得
者
で
、

予
定
納
税
し
た
額
が
申
告
所
得
税

の
額
を
上
回
る
方

※
還
付
申
告
を
す
る
と
き
は
、
源
泉

徴
収
票
と
預
金
通
帳

(

本
人
名
義

の
も
の)

が
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�

①
所
得
が
計
算
で
き
る
も
の

・
事
業(
営
業
、
農
業
、
不
動
産
等)

所
得
が
あ
る
方
…
売
上
伝
票
、
必

要
経
費
の
領
収
書

※
収
支
内
訳
書
を
提
出
す
る
方
は
あ

ら
か
じ
め
、
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

・
給
与
所
得
の
あ
る
方
…
給
与
の
源

泉
徴
収
票
、
給
与
明
細

・
年
金
収
入
の
あ
る
方
…
年
金
の
源

泉
徴
収
票

②
所
得
控
除
が
計
算
で
き
る
も
の

医
療
費
の
領
収
書
、
生
命
保
険
や

損
害
保
険
の
控
除
証
明
書
等

③
印
鑑
、
預
金
通
帳

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

所
得
税
の
納
付
に
は
、
振
替
納
税

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
預
金
口
座
か

ら
引
き
落
と
し
に
な
る
の
で
、
便
利

で
す
。
預
金
口
座
の
金
融
機
関
名
、

支
店
名
、
口
座
番
号
を
メ
モ
し
て
き

て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
に
は
、
通
帳

に
使
っ
て
い
る
印
鑑
が
必
要
で
す
。

�
�
�
 
!
�
�
"
#

所
得
証
明
等
の
交
付
が
受
け
ら
れ

な
い
だ
け
で
な
く
、
保
険
税
等
の
軽

減
措
置
が
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
高

額
の
納
税
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ど
不
利
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

�
$
%
�
�
&
'
(
 
)
�


�
*

+
�
,
�
-
.

水
稲
の
作
付
が
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
の
人
や
、
販
売
を
目
的
と
す
る
野

菜
等
を
作
付
し
て
い
る
人
は
、
平
成

15
年
分
の
申
告
か
ら
、
水
稲
及
び
自

家
用
畑
を
含
む
す
べ
て
の
農
産
物
に

つ
い
て
、
実
際
の
収
入
金
額
か
ら
実

際
の
必
要
経
費
を
差
し
引
く
収
支
計

算
に
よ
り
農
業
所
得
を
算
出
し
て
い

だ
た
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で

ご
注
意
願
い
ま
す
。

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�


会
社
や
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い

る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
機
械
・
器
具
・
備

品
等
の
償
却
資
産
を
平
成
18
年
１
月

１
日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
は
、
平

成
18
年
１
月
31
日
ま
で
に
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

/0
1
2
3
"
�
�
�
�
4

①
建
物
の
付
属
設
備

②
構
築
物

③
機
械
及
び
装
置

④
船
舶

⑤
航
空
機

⑥
車
両
及
び
運
搬
具

⑦
工
具
及
び
器
具
、
備
品

/0
1
2
3
"
�
5
�
�
�
�
4

耐
用
年
数
１
年
未
満
の
償
却
資
産

又
は
取
得
価
格
十
万
円
未
満
の
償
却

資
産
で
当
該
資
産
の
取
得
に
要
し
た

経
費
の
全
部
が
法
人
税
法
又
は
所
得

税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算
上

一
時
に
損
金
又
は
必
要
な
経
費
に
算

入
さ
れ
た
も
の
、
又
は
無
形
減
価
償

却
資
産
、
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税

の
対
象
と
な
る
車
両
で
す
。

◎
詳
し
く
は
税
務
課

(

固
定
資
産
税

担
当)

へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

�
�

�
�

�


家
屋
の
新
増
改
築
及
び
取
壊
し
を

し
た
ら
、
す
ぐ
届
け
出
を
！

町
内
に
、
住
宅
等
を
新
築
・
増
改

築
又
は
取
壊
し
を
し
た
人
は
、
税
務

課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
す
る
と
、
現
地
調
査
及

び
家
屋
調
査
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
を
基
に
し
て
次
年
度
の
固
定

資
産
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
が
増

減
し
ま
す
。

な
お
、
届
け
出
な
い
場
合
に
は
適

正
な
課
税
が
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
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平
成
17
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

告
は
、
平
成
18
年
２
月
16
日

(
木)

か
ら
同
年
３
月
15
日

(

水)

ま
で
で

す
。た

だ
し
、
還
付
申
告
の
方
は
２
月

15
日

(

水)

以
前
で
も
申
告
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
 
!
"
�
�
�
�

個
人
事
業
者
の
平
成
17
年
１
月
１

日
か
ら
同
年
12
月
31
日
の
課
税
期
間

に
係
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
は
、
平
成
18
年
３
月
31
日

(

金)

ま
で
で
す
。

※
３
月
に
入
り
ま
す
と
、
税
務
署
は

大
変
混
み
合
い
ま
す
。
申
告
は
お

早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

�
�

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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/

0
1
2
#
�
3
4
)
5
6
7
8

｢

申
告
所
得
税｣

｢

消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

(

個
人
事
業
者)｣

の

納
税
に
は
、
振
替
納
税
を
ご
利
用
下

さ
い
。
ご
指
定
口
座
か
ら
振
替
日
に

自
動
的
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
の

で
、
納
税
の
都
度
、
金
融
機
関

(

銀

行
、
郵
便
局
等)

へ
お
出
か
け
に
な

る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一

度
手
続
き
さ
れ
ま
す
と
、
翌
年
以
降

の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
手
続
き
の
ご
相
談
は
十
和
田
税
務

署
管
理
徴
収
部
門(

�
０
１
７
６
・

23
・
３
１
５
２)

ま
で

�
�
�
9
:
;
<
=
>
?
@

�
A
B
�
C
D
E
F
�
G
H
�

雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
か
ら
控
除
さ
れ

る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
う
ち
、
年

齢
65
歳
以
上
の
者
に
対
し
て
上
乗
せ

し
て
適
用
さ
れ
る
部
分
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
が
、
最
低
控
除
額
70
万
円
に

つ
い
て
は
、
年
齢
65
歳
以
上
の
者
に

つ
い
て
50
万
円
加
算
し
、
１
２
０
万

円
と
さ
れ
ま
し
た
。

�
I
�
J
E
F
�
K
L
�

老
年
者
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
9
:
;
<
=
>
?
@

�
M
N
J
O
�
P
�
G
H
�

個
人
事
業
者
は
平
成
17
年
分
か
ら

(

法
人
は
平
成
16
年
４
月
１
日
以
後

開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら)

事
業
者

免
税
点
の
上
限
が
、
３
千
万
円
か
ら

１
千
万
円
に
引
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

個
人
事
業
者
の
方
で
平
成
15
年
分

の
課
税
売
上
が
１
千
万
円
を
超
え
る

方
は
、
平
成
17
年
分
か
ら
消
費
税
の

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
る
個

人
事
業
者
及
び
法
人
は
、｢

消
費
税

課
税
事
業
者
届
出
書｣

の
提
出
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
消
費
税
法
に
基
づ

く
帳
簿
の
記
載
や
請
求
書
等
の
保
存

が
必
要
で
す
。

�
Q
R
S
�
T
U
�
G
H
�

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限
が
、

２
億
円
か
ら
５
千
万
円
に
引
下
げ
ら

れ
ま
し
た
。

詳
し
く
は
十
和
田
税
務
署

(

�
０
１

７
６
・
23
・
３
１
５
１)

に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。
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開催月日 対 象 者 会 場 時 間

２月１日
(水)

消費税課税事業者

三沢市公会堂
10：00～12：00

13：30～15：30

２月２日
(木)

公的年金受給者

２月７日
(火)

住宅取得者

※ ｢消費税課税事業者説明会｣ においては､ 平成17年分消費税及び地方消
費税の申告書の作成方法等について説明を行います｡
詳しいお問合せは十和田税務署個人課税 (�0176・23・3153) まで

現金納付
(納期限)

振替納税
(振替日)

申 告
所得税

３月15日
(水)

４月20日
(木)

消費税及び
地方消費税

３月31日
(金)

４月27日
(木)

������������������������
開 催 月 日 会 場 開催時間

２月27日(月)～３月３日(金) 十和田税務署

申告書作成会場内

９：00

～

16：00３月６日(月)～３月10日(金)
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３月１日に誕生するおいらせ町では､ ４月１日からの期限付臨時職員を次のとおり募集します｡

����� ����
���	
������
３月１日に誕生するおいらせ町では､ 役場などで短期・短時間勤務の臨時職員が必要となった場合に必要な期間採
用する､ 短期・短時間勤務臨時職員の登録を次のとおり募集します｡

� ����

� ���	


職 種 資 格 要 件

一般事務
百石町又は下田町の住民で､ 高等学校
卒業以上の方

看 護 師
原則として百石町又は下田町の住民で､
看護師の資格を有する方

応募期限
２月10日(金)
午後５時

受付は土・日曜を除き
ます

提出書類

申 込 書
写真貼付､ 役場所定の
申込書

資格証明書の
写 し

看護師希望の方

� ��

採用時期
各職場で短期・短時間勤務職員が必要に
なった時に､ 随時採用します｡

登録有効
期 間

平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

勤務形態
・１日単位または時間単位での勤務です｡
・詳細は勤務依頼の際に､ 職場と確認し
てください｡

注意事項

・登録者が多い場合は採用されない場合
が有ります｡
・登録により､ 他の仕事への就職を妨げ
るものではありません｡

� �������

・百石町役場 総務課人事係 (�52・2111 内線212)
・下田町役場 総務課人事係 (�56・2111 内線203)

� ����

職 種 人 数 主 な 勤 務 先

一般事務 20名程度

役場北部出張所､ 町立図書館､
町立学校給食センター､ 大山将
棋記念館､ 国民健康保険おいら
せ病院､ 町立北部児童センター､
町立向山児童館､ 町立秋堂児童
館､ 町立木ノ下児童館､ 豊栄地
区コミュニティセンター

臨床検査技師 １名程度 国民健康保険おいらせ病院

保 健 師 ２名程度 環境保健課､ 在宅介護支援セン
ター

看 護 師 10名程度 訪問看護ステーション､ 国民健
康保険おいらせ病院

ソーシャルワーカー １名程度 在宅介護支援センター
調 理 員 ６名程度 町立学校給食センター

� ����

職 種 等 要 件 等

全職種共通 原則として百石町又は下田町の住民で
ある方
次のいずれにも該当する方
・身体障害者手帳の交付を受け､ その
障害の程度が１級から６級までの方
・自力により通勤ができ､ かつ介助者
なしに職務の遂行が可能な方

一 般 事 務 高等学校卒業以上の方
臨床検査技師 臨床検査技師の資格を有する方
保 健 師 保健師の資格を有する方
看 護 師 看護師の資格を有する方
ソーシャル
ワ ー カ ー

社会福祉主事任用資格又は社会福祉士
の資格を有する方

調 理 員 調理師の資格を有する方

身体に
障害の
ある方

�
�
�
�

�
�
�
�

� ���	

応募期限 ２月10日(金)午後５時
受付は土・日曜を除きま
す

提出書類

申 込 書 写真貼付､ 役場所定の申込書

資格証明書の写し
臨床検査技師､ 保健師､
看護師､ ソーシャルワー
カー､ 調理員希望の方

身体障害者手帳の写し 身体に障害の有る方

選考方法 申込書による書類審査及び面接試験
詳細については申込者に
後日通知します

� ����

賃 金

一般事務 日額6,000円
・１日の勤務時間が８時
間未満の場合は､ 時給
計算で支給されます｡

・病院で交替勤務に従事
する看護師は､ 月額
178,300円です｡

・その他の賃金・休暇等
の詳細ついては､ おい
らせ町臨時的任用職員
管理規程による｡

臨床検査
技 師

日額
7,280円

看 護 師 日額8,240円

保 健 師 日額8,640円
ソーシャ
ルワーカー

日額
7,760円

調 理 員 日額5,520円

有給休暇 有り 年次有給休暇､
特別休暇

任用期間 ４月１日から９月30日まで
平成19年３月までにおい
て期間の更新有り

� �������
・百石町役場 総務課人事係 (�52･2111 内線212)
・下田町役場 総務課人事係 (�56･2111 内線203)

�
�
�

�
�
�
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食品や日用品に使用されているその他プラスチック製容
器 (包んでいるフィルムも含む) の商品例として､ 下記
のものが挙げられます｡

IJ: K;L28 MNO;PQR

JS<T4S HUVW X�H�;PQR

�Y ZQ: [�\�;PQR

�]^ _`2aSb cS

�	d* efgQh 8TS

�iA j kTQ

l28m aLS8Q fQb53

:8`Qn TS: eQoTS

pq rst uvQ

wxt yc2< z{Q5|

}~� �� ��

��� �� �PQ:���L28

����� ��3`J ���*

�� ��:;�Q5 123�Q_

`353c2< 928 ������>?



三
沢
署
は
町
内
の
保
育
園
・
幼
稚

園
を
対
象
に
防
犯
教
室

｢

わ
ん
ぱ
く

パ
ト
ロ
ー
ル｣

を
開
き
ま
し
た
。

園
児
達
は
、
最
近
全
国
で
子
供
が

連
れ
去
ら
れ
る
事
件
な
ど
を
聞
き

｢

知
ら
な
い
人
に
は
つ
い
て
行
か
な

い｣

な
ど
不
審
者
か
ら
身
を
守
る

｢

５
つ
の
約
束｣

を
真
剣
な
表
情
で

教
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

最
後
に
は
パ
ト
カ
ー
に
乗
っ
て
町

内
を
巡
回
し
、
パ
ト
ロ
ー
ル
証
明
書

を
受
取
り
ま
し
た
。

ま
た
、
深
沢
保
育
園
に
は
サ
ン
タ

ク
ロ
ー
ス
が
現
れ

｢『

お
菓
子
を
あ

げ
る』

と
、
言
わ
れ
て
も
知
ら
な
い

大
人
に
つ
い
て
行
か
な
い
様
に｣

な

ど
と
注
意
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

警
察
で
は
毎
年
１
月
10
日
を

｢

１

１
０
番
の
日｣

と
定
め
て
地
域
の
皆

さ
ん
に
、
１
１
０
番
の
正
し
い
か
け

方
や
積
極
的
な
利
用
を
呼
び
か
け
て

い
ま
す
。

１
１
０
番
は
県
内
の
ど
こ
の
地
域

か
ら
か
け
て
も
、
青
森
市
の
警
察
本

部
の
通
信
指
令
課
に
つ
な
が
り
、
直

ち
に
無
線
指
令
で
最
寄
り
の
警
察
署

の
パ
ト
カ
ー
や
交
番
駐
在
所
の
警
察

官
が
現
場
に
急
行
す
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。

警
察
本
部
で
は
こ
ち
ら
か
ら
順
番

に
お
聞
き
し
ま
す
の
で
、

①
何
が
あ
っ
た
の
か

②
ど
こ
で

③
い
つ

④
犯
人
は

⑤
ど
ん
な
状
況
か

⑥
名
前
、
電
話
番
号

を
落
ち
着
い
て
は
っ
き
り
話
し
て
く

だ
さ
い
。
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������困
り
事
相
談
や
、
警
察
の
活
動

に
対
す
る
意
見
・
要
望
な
ど
は
警

察
安
全
相
談
電
話

(

�
０
１
７
・

７
３
５
・
９
１
１
０)

を
ご
利
用

下
さ
い
。
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●病院からご自宅までの遺体搬送 ●納棺・出棺・火葬・葬儀進行 ●祭壇は希望により各種準備
●花輪・盛籠・生花・香典返し品・引出物・料理・仏具・墓石などの関連商品 ●その他葬儀に関する一切
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内 容 理容院に出向くことが困難である高齢者に対して居宅でサービスが受けられる
対 象 者 65歳以上の高齢者及び身障者
調 整 内 容 デイサービス事業所の理美容サービスで対応できるため､ 廃止します｡

内 容 短期宿泊により日常生活に対する指導､ 支援
対 象 者 65歳以上の自立判定された居宅者
調 整 内 容 現行どおり､ 利用料は１日あたり1,730円です｡

内 容 安心電話を設置し､ 急病及び災害等の緊急時に迅速な対応を図る
対 象 者 一人暮らし及び高齢者世帯
調 整 内 容 現行どおり､ 無料とします｡

内 容 和 (なごみ) の湯において補助券を利用することにより､ 200円で入浴できる
対 象 者 70歳以上の在宅高齢者
調 整 内 容 のびのび館等で対応できるため､ 廃止します｡

内 容 家屋の軽微な補修､ 庭の草取り､ 除雪
対 象 者 65歳以上の一人世帯及び高齢者世帯
調 整 内 容 現行内容にヘルパー的支援を追加します｡ 利用料は１時間あたり100円から150円です｡

������

百石町在宅介護支援センター �５２・７０８６
在宅介護支援センターたんぽぽ �５０・１０５６
介護福祉課 (いきいき館) �５２・７０９０
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内 容 日常動作訓練､ 健康チェック､ 入浴サービス､ 給食サービスを受けられます
対 象 者 介護保険制度のサービスを受けられない方で､ 虚弱なため機能訓練等が必要な方
調 整 内 容 現行どおり､ 利用料は１日 (１回) 当り600円とします｡

内 容
在宅の一人暮らしの高齢者､ あるいは高齢者夫婦などが自立した生活を継続できるよ
う､ また要介護にならないよう､ 日常生活上のサポートをするサービスです

対 象 者 介護認定において自立と判定された人がいる一人世帯及び高齢者世帯
調 整 内 容 廃止し､ 軽度生活援助サービスで対応していきます｡

内 容 寝たきり､ 車イス使用等により通院が困難な方を病院へ送迎します
調 整 内 容 １時間以内2,000円とし､ 利用料はその半額とする｡ 30分増すごとに500円加算｡

内 容 在宅生活をしている方を介護している家族に､ おむつ及び尿取りパット等を支給します

調 整 内 容
支給対象を国の基準どおり､ 要介護４・要介護５の非課税世帯とし､ 支給額の上限を
75,000円とします｡

内 容
在宅の一人暮らしの高齢者､ あるいは高齢者夫婦などが自立した生活を継続できるよ
う､ また要介護にならないよう､ 日常生活上のサポートをするサービスです

対 象 者 介護認定において自立と判定された人がいる一人世帯及び高齢者世帯
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12
月
４
日(
日)
、
み
な
く
る
ホ
ー

ル
を
会
場
に
、
飯
塚
祐
紀
六
段
を
審

判
長
に
迎
え
、
県
内
の
小
・
中
学
生

80
名
が
参
加
し

｢

第
22
回
青
森
県
下

小
・
中
学
生
将
棋
名
人
戦｣
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

町
内
か
ら
36
名
が
参
加
し
、
小
学

生
Ｃ
の
部
で
、
甲
洋
小
６
年
斎
藤
翼

君
が
優
勝
、
女
子
の
部
で
も
甲
洋
小

３
年
越
澤
美
香
さ
ん
が
優
勝
し
、
百

石
勢
が
入
賞
を
独
占
す
る
な
ど
大
活

躍
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
対
局
終
了
後
に
は
、
飯
塚

六
段
に
よ
る

｢

多
面
指
し｣

が
行
わ

れ
、
参
加
し
た
子
ど
も
達
は
、
真
剣

な
表
情
で
プ
ロ
の
指
導
を
受
け
て
い

ま
し
た
。

入
賞
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

《
小
学
生
Ｃ
の
部
》

(

七
級
以
下)

優

勝:

斎
藤

翼

(

甲
洋
小
・
六
年)

準
優
勝:

工
藤
寿
輝

(

甲
洋
小
・
五
年)

第
三
位:

田
畑
翔
大

(

甲
洋
小
・
五
年)

《
小
学
生
女
子
の
部
》

優

勝:

越
澤
美
香

(

甲
洋
小
・
三
年)

準
優
勝:

岩
渕
真
桜

(

甲
洋
小
・
三
年)

第
三
位:

石
和
由
衣

(

百
石
小
・
三
年)

第
三
位:

畑
中
美
紅

(

甲
洋
小
・
三
年)

《
中
学
生
の
部
》

第
三
位:

三
村
浩
幹

(

百
石
中
・
一
年)
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平
成
18
年
１
月
29
日(

日)

午
前
９
時
30
分
か
ら

*
,
-

み
な
く
る
館
ホ
ー
ル

#
$
.
/

百
石
町
内
の
職
場
及
び

町
内
会
の
チ
ー
ム

�
0

一
チ
ー
ム

(

３
名
・
昼
食
付)

大

人

３
、０
０
０
円

小
・
中
学
生１

、５
０
０
円

1
2

１
月
23
日

(

月)

愛
と
感
動
溢
れ
る
盲
導
犬
の
物
語

｢

ク
イ
ー
ル｣

の
映
写
会
を
開
催
し

ま
す
。

*
+

１
月
21
日

(

土)

午
後
２
時
開
演

(

午
後
１
時
45
分
開
場)

*
,
-

み
な
く
る
館

�
�
3

２
０
０
円

前
売
り
券
は
生
涯
学
習
課
で
販
売

し
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル

｢

Ｍ
Ｏ

Ｍ
Ｏ
お
は
な
し
の
会｣

で
は
、
メ
ン

バ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

主
な
活
動
内
容
は
、
子
供
た
ち
へ

の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
等
で
す
。
図

書
館
や
町
内
で
の
移
動
お
は
な
し
会

を
行
っ
て
い
ま
す
。

土
、
日
曜
の
参
加
が
可
能
な
、
高

校
生
か
ら
一
般
の
皆
さ
ん
、
い
っ
し
ょ

に
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
読
み
聞

か
せ
の
指
導
も
行
い
ま
す
。

4
5
6

｢

Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
お
は
な
し
の

会｣
(

中
尾
�
52
・
５
０

４
５)

又
は
図
書
館
ま
で

韓
国
駐
留
の
米
軍
兵
だ
っ
た
彼
が

北
朝
鮮
へ
渡
っ
た
理
由
、
曽
我
ひ
と

み
さ
ん
と
の
運
命
の
出
会
い
、
拉
致

の
実
態
と
他
の
被
害
者
の
消
息
…
。

沈
黙
を
破
り
、
す
べ
て
を
明
ら
か
に

す
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。

漫
画

｢

ド
ラ
ゴ
ン
桜｣

に
は
、
子

育
て
に
迷
え
る
親
へ
の
指
針
が
含
ま

れ
て
い
る
。
楽
し
み
な
が
ら
、
少
し

の
工
夫
で
地
頭
の
い
い
子
供
に
な
る
、

人
生
が
変
わ
る
。
待
望
の
龍
山
高
校

流
子
育
て
術
。

・
巨
大
地
震
の
後
に
襲
っ
て
き
た
こ

と

／
高
嶋
哲
夫

・
漬
け
物
百
科

／
家
の
光
協
会

・
外
来
語
役
所
こ
と
ば
言
い
換
え
帳

／
杉
並
区
役
所
区
長
室
総
務
課

・
こ
こ
ろ
の
医
学
事
典／

野
村
総
一
郎

・
外
来
水
生
生
物
事
典

／
佐
久
間
功

・
暗
殺
の
瞬
間

／
毎
日
新
聞
社

も
の
の
見
方
、
考
え
方
が
複
雑
で

多
様
な
現
代
。
人
間
の
喜
怒
哀
楽
を

詠
む
笑
い
の
文
学
・
川
柳
が
見
直
さ

れ
て
い
る
。
多
く
の
川
柳
の
中
か
ら

選
句
し
た
も
の
に
イ
ラ
ス
ト
を
添
え

る
。
第
１
巻
で
は
、
父
・
母
・
家
庭
・

塾
・
宿
題
を
テ
ー
マ
に
中
学
生
の
本

音
に
迫
る
。(

全
４
冊)

大
地
震
が
お
そ
っ
た
。
そ
の
お
ど

ろ
き
、
悲
し
み
、
怒
り
、
家
族
、
友

だ
ち
、
生
き
も
の
へ
の
思
い
が
、
あ

ふ
れ
て
い
る
。
地
震
に
な
ん
か
、
負

け
な
い
と
い
う
思
い
を
こ
め
て
、
子

ど
も
自
身
が
語
る
学
年
別
作
文
集
６

年
生
編
。(

他
１
〜
５
年
生
編)

・
お
話
日
本
の
童
謡
シ
リ
ー
ズ

(

全
３
冊)

／
高
村
忠
範

・
明
る
い
性
の
は
な
し
シ
リ
ー
ズ

(

全
３
冊)

／
星
の
環
会

・
わ
た
し
の
仕
事
シ
リ
ー
ズ

(

全
14
冊)

／
今
井
美
沙
子
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広報12月号､ わが家の主役コーナーで紹介したお子さ
んの名前と写真が間違っていました｡ 訂正しお詫び申
し上げます｡
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(三男)
Ｈ17.５.１ 横 道
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��
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(次男)
Ｈ17.５.12 二川目
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�
�

(長女)
Ｈ17.６.1 明神下


��

��� �
�

�
�

(長女)
Ｈ17.６.１ 二川目

��
��

�	 �
��

�
�

(長女)
Ｈ17.６.11 一川目

��
��

 ! "
��

#
$

(長男)
Ｈ17.６.11 上新町

��
��

 % &
�

'
()

(長女)
Ｈ17.６.12 二川目

��
��
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�
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e
f
g
�
h
i
j
j
k
�
l
m
�
n

o
U

p
^
q
^
r
s
�
t
�
�
u
�
v
l

w
U

x
y
�
z
{
�
|
�
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/
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�
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�
�
�
�人口 10,432 (－10)

男 5,096 (－ 3)
女 5,336 (－ 7)
世帯 3,571 (－ 5)
( ) は前月比です｡
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蒔

田

タ

キ

89
歳

上
新
町

木

村

さ

た

92
歳

深

沢

川

口

富

藏

57
歳

藤
ヶ
森

吉

田

タ

ケ

87
歳

一
川
目

鈴

木

惟

博

63
歳

根

岸

鎌

田

ス

ミ

91
歳

藤
ヶ
森

相

坂

逸い
つ

伎き

友
祥

一
川
目

木
戸
口

聖せ

奈な

悟

向

平

吉

田

和か
ず

真ま

朋
央

藤
ヶ
森

張

田

華か

南な

彰

二
川
目

中

嶋

咲さ
き

登と

秀
登

一
川
目

小

向

悠ゆ

生う

義
勝

洋
光
台

平

田

大だ
い

翔と

幸
治

上
新
町

小

向

叶か
な

馨
一

藤
ヶ
森
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小

向

義

一

(

藤
ヶ
森)

木

村

由

香

(

日
ヶ
久
保)

小

向

偉

行

(

新

町)

中

村

由

理

(

十
和
田
市)

佐

藤

英

樹

(

洋
光
台)

久
保
田

ま
ゆ
み

(

三
沢
市)

�
�
�
�
�

�
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�
�

�

����	
 ���� ９：00～12：00 いきいき館

�����
 �����������
13：00～ みなくる館

�����
 ���� 
10：00～14：30 一川目地区生活会館

�!��"
 #$%& 10：00～15：00 中央公民館
'(��	
 ���� 

10：00～14：30 堀切川コミュニティセンター
')���
 *+,- ９：00～16：00 役場

./0�1
(対象 平成14年６月～８月生)

12：45～13：15 いきいき館
'���"
 23��%&

９：00～11：00 いきいき館
45%& 10：00～15：00 中央公民館
6789�0��%&
(対象 平成17年４月～５月生)

13：00～13：30受付 いきいき館
'���	
 ���� 

10：00～14：30 中央公民館

�:��;
<'���"

=>?@AB

10：00～11：30 のびのび館
�'��;
<'C��;


DE?@AB
10：00～11：30 のびのび館

FG��	H�
IJKI��%&

９：00～11：00 いきいき館
'(��	
<'���	


L0MNOPQRSTU+�
10：00～11：30 いきいき館

���	
��
����� ������
���� ������
������ ��� !"����
#$�� �%��&�

���"
 .7V9�0��%&

(対象 平成17年10月生)

10：00～11：30 いきいき館

WX0�YZ[��%&

13：00～15：00 いきいき館

'����
 �/\9�0�1

(対象 平成16年６月～８月生)

13：00～13：30受付 いきいき館

''��"
 ]7\9�0��%&

(対象 平成17年８月～９月生)

13：00～13：30受付 いきいき館

���"
<����"


23��%& ９：00～11：00 いきいき館

���;
<6��"
<�C��;
<''��"


=>?@AB

10：00～11：30 のびのび館

8��;
<'���;


DE?@AB

10：00～11：30 のびのび館

FG��	H�

IJKI��%&

９：00～11：00 いきいき館

.��	
<�(��	
<����	
<')��	


L0MNOPQRSTU+�

10：00～11：30 いきいき館
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詳しい日程と内容は14・15ページをご覧下さい｡
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百石郵便局 (大嶌利春局長) から､ 郵便貯金
お客様感謝施策の一環として ｢ちょボラで福祉
のまちづくり｣ 全５巻他９冊が寄贈されました｡
寄贈された図書は中央
公民館の寄贈図書コー
ナーでご覧になれます｡


